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野田市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）（素案） 

に対する意見募集の結果について 

 

 

 パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。 

 

１ 政策等の題名 

   野田市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）（素案） 

 

２ 意見の募集期間 

令和５年１２月５日（火曜日）から令和６年１月５日（金曜日）まで 

 

３ 意見の募集結果 

①提出者数・意見数       ２人  １７件 

②提出方法      直接持参 １人   ４件 

            郵送   ０人   ０件 

            ＦＡＸ  ０人   ０件 

            Ｅメール １人  １３件 

③政策等に反映した意見          １件 

 

４ 意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

全体 

１ 計画案の中にアクションプログラムを追記する。 

いかなる計画でも、目標達成の

為には日程計画は不可欠です。文

言のみでの計画内容では、進捗状

況どころか、課題/ゴールが見えま

せん。本計画案においても、「～検

討する」、「～を目指す」等々の記

載が見られますが、ゴールが見え

ません。計画の中に日程計画も織

り込み、期限（納期）を明確にす

ることが不可欠と考えます。文章

（文言）のみの計画は、人によっ

ては、何もやらない、いつやるの

か解らない等、絵に描いた餅だと

思う人も多くいると推測しますの

で、計画を着実に推進する為には、

日程計画が必須と考えます。第１

本計画は、今後１０年間の一般

廃棄物の処理に関する方向性を

定める長期計画となっているこ

とから、社会変動にも対応した、

より効果的な施策を展開するた

め、長期的なアクションプログラ

ムは設定いたしません。なお、野

田市一般廃棄物処理基本計画（ご

み編）に掲げる４つの重点施策及

び重点施策に関連するその他の

事業の具体的実施方法及び実施

時期等については、野田市廃棄物

減量等推進審議会に進行管理を

お願いし、計画期間中、継続的に

御審議いただくことで減量目標

値の達成に向け、社会変動にも対

修正無し 
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章の記載で、「計画の進捗状況に対

し、毎年、ＰＤＣＡで見直しを行

う」と記載されているのは非常に

良い方法と考えますが、ＰＤＣＡ

を実践する為には、その羅針盤と

なる日程計画が必要となります

が、計画案の中にはありません。

特に、本件のような重要計画に対

しては、日程計画を更に具体化し

た日程計画（アクションプログラ

ム）が必要と考えます。アクショ

ンプログラムとは、日程計画策定

において、施策ごとに、作業日程

予定欄を設け、予定に対する差異

が一目でわかるようにしたもので

す。このようなアクションプログ

ラムを公開することで、住民は、

市の廃棄物計画（ごみ編）が身近

なものとなり、容易に理解できる

と考えます。また、副次的効果と

して、推進員/自治会が住民に対

し、ごみ減量等に対する説明をす

る際、このアクションプログラム

を活用することで、理解・協力し

てくれると確信しています。是非

とも、日程計画（アクションプロ

グラム）を追加願います。 

応したより効果的な施策を展開

していきたいと考えています。 

２ 廃棄物減量等推進員の役割の周知徹底 

廃棄物減量等推進員の役割は、

ごみ減量化等の施策が円滑に行わ

れるよう、行政と住民とのパイプ

役として、また、地域のリーダー

としての活動が求められています

が、実態は、不法/ルール違反ごみ

の対応/処理等の受動的業務に限

られているのが現状と推測しま

す。この背景には、ごみ問題はだ

れもが嫌がる問題であり、積極的

に推進員として改善したいと手を

 廃棄物減量等推進員について

は、廃棄物処理法により位置付け

られたもので、その役割として

は、ごみ減量化等の施策が円滑に

行われるよう、行政と住民とのパ

イプ役として、また、地域のリー

ダーとして、積極的な活動をお願

いしているところであり、本市の

ごみ行政において大変重要な役

割を担っていただいていると認

識しております。 

修正無し 
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挙げる人は稀で、仕方なく、順番

で推進員になり、任期の年間は担

当しようという人が多いのではな

いかと考えます。このような意識

では、推進員本来の業務を期待す

ることは見込めません。また、市

で発行している「推進員の手引き」

がありますが、８８ページ（条例

等もあり）の冊子を熟読し、推進

員として行動している人は少ない

と想像します。尚更、住民の高齢

化が進み、推進員に任命される方

の多くは高齢者であり、このよう

な冊子を読むこと自体苦痛と思い

ます。不要とは言いませんが、容

易に推進員の役割を理解できる方

法に改善すると共に、推進員本来

の役割であるごみ減量施策に対す

る行政と住民のパイプ役に注力で

きるようにした方が良いと考えま

す。具体的には、後述しますが、

推進員の役割をＤＶＤで作成し、

推進員に配布し、視聴してもらう

ことだと思います。また、地区座

談会等で見せるのも一考と思いま

す。更に、このＤＶＤの中に、野

田市内で発生しているごみ問題/

推進員の対応内容等の具体的事例

も織り込めば、より理解が上がる

と考えます。推進員の本来の役割

を推進するには、行政の施策を理

解しなければなりません。理解方

法として、市の計画（アクション

プログラム含む）を見ることによ

り可能ですが、行政の職員に地区

座談会へ参加して頂き、説明して

もらえば、より容易に推進員の理

解が進むと考えています。 

 

 

 御意見を頂きましたＤＶＤの

作成などの具体的な手法につき

ましては、野田市廃棄物減量等推

進審議会の中で検討することと

いたしますが、第４章第３節の重

点施策の２ごみ減量・リサイクル

の推進の（10）の自治会等による

ごみ減量・リサイクル活動の活性

化の中に、「自治会などに対して、

廃棄物減量等推進員活動の重要

性を周知することで、推進員が活

動しやすい環境を整えるととも

に、推進員会議における研修や地

区連絡会などにより、引き続き推

進員の育成を図っていきます。」

と記載しております。なお地区座

談会には地域の要請に応じ出席

させていただいております。 
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第３章 ごみ処理の現況と課題 

３ 第３節 ２ 本市におけるごみ処理の課題 

（３）市民意識の向上 １）分別の徹底 

 個人情報のシュレッダー処理を

しているが、建売住戸の為、資源

品回収まで保管するスペースがな

い。公民館等に回収ステーション

があると良いかもしれない。なお、

シュレッダーする紙の事前分別も

必要。 

 資源物の回収頻度について

は、回収団体からの申請により

月１回又は２回の回収が可能と

なっているほか、「野田市再資源

化事業協同組合」への持込みも

可能となっております。 

また、シュレッダーされる紙

の分別につきましては、御意見

にもあるとおり、可燃ごみに分

別される紙（感熱紙等）が混入

してしまうとリサイクルの支障

となってしまうため、事前分別

が重要となることから、第４章

第３節の重点施策の２ごみ減

量・リサイクルの推進の（２）

の紙ごみのリサイクルの１）に

紙類の更なる資源化に向けた分

別の周知徹底を記載していま

す。 

修正無し 

４ 第３節 ２ 本市におけるごみ処理の課題 

（８）生ごみ堆肥化装置の導入促進 

 バイオによる生ごみ処理機を所

有していますが、建売住宅では置

き場所がキッチン程度しかなく、

発生した土の処理にも困り収納庫

の奥に眠っています。どこかの町

では、生ごみを持ち込み処理でき

る施設もあるように聞きます。町

と市では規模は違いますが、適正

な処理方法があると良いです。 

 

 

 

 

 

 

 第３章第３節野田市における

ごみ処理の課題の２の本市にお

けるごみ処理の課題の（１）可

燃ごみの中の水分の削減対策の

中でお示ししたとおり、可燃ご

みの中に占める厨芥類（生ごみ）

の割合は、31.5％と高いことか

ら、厨芥類(生ごみ）の削減は大

きな減量効果が望めるため、第

４章第３節の重点施策の２ごみ

減量・リサイクルの推進の（１）

の生ごみのリサイクルの１）に

生ごみの分別回収・資源化（堆

肥化）については、費用対効果

を含め検証し、効果が期待でき

修正無し 
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る施策を順次実施してまいりま

す。 

５ 

 

 

第３節 ２ 本市におけるごみ処理の課題 

（１１）不法投棄の撲滅 

外国人居住者による不法投棄や

誤搬入も増えています。外国語の

冊子も出てはいるが外国人居住者

への教育の強化も必要。特に、転

入届時点できちんと説明した方が

良い。ごみの出し方が徹底できず

に、アパートから退去させられた

外国人もいます。小さな子供を抱

えた外国人で、お互い不幸な話。 

 

 外国人居住者による不法投

棄、誤搬入については、ごみの

出し方を正しく理解していない

ことが要因の一つと考えていま

す。このため、第４章第３節の

重点施策の１排出抑制の（１）

の「野田市のごみの出し方・資

源の出し方」の周知徹底の中に

外国人も含めた周知徹底を記載

しています。具体的には多言語

に対応した「野田市のごみの出

し方・資源の出し方」を作成し、

配布するとともに、多言語に対

応したごみ分別促進アプリ「さ

んあ～る」を導入し、外国人居

住者の方に周知しています。な

お、御意見のありました、転入

届時点での説明については、現

在も実施しています。 

修正無し 

６ 第３節 ２ 本市におけるごみ処理の課題 

（１２）高齢者世帯などに対する配慮 

 集積所・回収所の当番もできな

い人が増え、自治会に加入しない

で当番も受け持たない状況が増え

ています。集積所・回収所のあり

方を考え直す必要があると思いま

す。 

 市では、ごみ集積所へごみを

出すことが困難な高齢者、障が

い者の方に対し、安否の確認を

行いながらの戸別収集や、粗大

ごみの屋内からの運び出し収集

事業を実施しています。 

また、現在実施しているステ

ーション方式による収集（回収）

は、戸別収集と比較し非常に経

済的で効率的に回収が可能なた

め今後も継続することといたし

ますが、御指摘のとおり、自治

会加入率の低下につきまして

は、課題として認識しておりま

修正無し 
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す。今後は、自治会制度の動向

に注視しながら収集（回収）方

法等について、野田市廃棄物減

量等推進審議会の中で検討して

いきたいと考えています。 

第４章 ごみ処理基本計画 

７ 第２節 施策の体制 

 「ご意見を伺いながら」では職

員の内部文書表現。代表者会議は

圧力団体ではないのだから「の討

議を踏まえて」等のようにすべき。 

 第４章第２節に記載している

重点施策の実施又は実施の検討

については、現場の状況を熟知し

ている廃棄物減量等推進員代表

者の御意見を踏まえ施策を実施

又は検討していく必要があると

考え記載していますが、頂いた御

意見を踏まえ、廃棄物減量等推進

員代表者会議では、「御意見や討

議を踏まえ」という表現に修正さ

せていただきます。 

修正有り 

８ 

 

 

第３節 １ 排出抑制  

（１）「野田市のごみの出し方・資源の出し方」の周知徹底 

 重点施策の一つに、排出抑制が

あり、その中に、「野田市のごみの

出し方・資源の出し方」の周知徹

底があります。計画を推進する為

には、全住民が、「野田市のごみの

出し方」を理解しておかなければ

成り立ちませんので、極めて重要

と言えます。しかしながら、内容

的には、「引き続き、廃棄物減量等

推進員のみならず、自治会との連

携を図りながら、地区座談会に実

施や自治会回覧など・・・」と、

従来のやり方を踏襲する内容とな

っていますが、従来のやり方では

周知徹底できないことは明白とな

っていますので、斬新的な方法を

採用すべきと考えます。 

 現在、「野田市のごみの出し方・

資源の出し方」の冊子が全戸配布

 「野田市のごみの出し方・資源

の出し方」の周知徹底は、ごみの

減量や正しい分別のために大変

重要であると考えていることか

ら、第４章第３節の重点施策の１

排出抑制の（１）に「野田市のご

みの出し方・資源の出し方」の周

知徹底を記載しています。 

「従来のやり方では周知できな

いのは明白」との御意見を頂いて

いますが、市としては一定程度、

市民の皆さまに周知徹底が図ら

れ、御協力を頂いていると考えて

いますが、効果的な周知方法等あ

りましたら、審議会の御意見を伺

いながら実施してまいります。 

修正無し 
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されていますが、62ページもあり、

一部の人を除いて、積極的に読む

という人は、ほとんどいないと推

測します。特に、アパート居住者

の外国人にとっては、外国語版が

あっても読まないのでは？ 

 先々月、我が自治会で発生した

不法投棄（ルール違反）で、排出

者を探し出した所、排出者は、ア

パート居住の外国人でした。話を

聞いてみると、「ルールを知らな

い」、「指定袋引換券も知らない」

等の回答でした。 

 追加対応策としての小生案は、

「野田市のごみの出し方・資源の

出し方」をビデオ動画（ＤＶＤ）

で作成したら良いと考えます。冊

子を読むことに抵抗のある人は多

いが、視聴覚で紹介すれば、理解

が早いと考えます。冊子の要旨を

20～30分程度にまとめ、住民全員

に視聴してもらえればと考えま

す。自治会には、ある世帯数ごと

に、「班」が構成されていますので、

「班」単位で定期的に視聴すれば

良いと思います。 

我が●●●自治会では、10の班

があり、班員のコミュニティ向上

の為、班毎に、「班コミュニケーシ

ョン」という会議体を設けていま

す。会議と言っても、目的はコミ

ュニティ向上ですので、お茶菓子

等食べながら、班内の課題等を話

し合う、井戸端会議のようなもの

です。参加者には、自治会から、

1,000円を援助しています。 

このような会議で、一人でも多

くの人に動画を視聴してもらえ

ば、理解も早いし、水平展開がで

きるばかりか、動画内容に対する
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要望/改善意見も出てくると思い

ます。また、この動画の中に、野

田市で、ごみ排出量が圧倒的に多

い、生ごみ、紙類の状況説明を行

うとともに、住民に対し、ごみ減

量方法の推奨案を紹介すれば、ご

み減量化に対し、より効果的と考

えます。 

課題は、非自治会員（アパート

居住者含む）に対する対応と言え

ます。現状、自治会員は約60％で

あり、会員数も漸減傾向にあると

聞いていますので、非会員に対す

る周知徹底方法を明確にしておか

なければ、いくら良い計画を立案

しても効果は半減します。本案は

基本計画なので、このような周知

徹底方法を記述するのはおかしい

という意見もあると思いますの

で、本計画案とは別に作成しても

良いと考えます。現場で悪戦苦闘

している推進員・自治会にとって

は、事前に、このような対策があ

ってこそ基本計画が成り立つと考

えます。特に、駅近傍の自治会で、

人通りが多く、アパートも多い区

域では、外国人居住者を含む非会

員も多く、ごみ問題も多発してい

ると思いますので、本計画に実効

性を持たせる為には、前提条件と

して、非会員への周知徹底が最優

先事項と考えます。 

結論を急ぐようですが、一戸建

てに住む非会員に対しては、推進

員/自治会が個別に説明するとい

うルールを作れば良いと考えま

す。 

最大の問題は、アパート居住者

に対して、どのような周知徹底対

策を図るかという事だと思いま
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す。アパート居住者は入退去が頻

繁に行われるだけではなく、表札

も無い居住者も多く見かけられま

すので、対応を推進員/自治会に要

請するには無理があります。よっ

て、アパート居住者に対する周知

徹底は、行政/アパート管理会社で

協力して対応してもらうのが最善

と考えます。特に、アパート管理

会社は、居住者に対し、市のルー

ルを守るよう指導する役割がある

と考えていますが、多くのアパー

ト管理会社は名前だけで、市のル

ールを守るよう指導/フォローし

ている管理会社は、ほとんど見受

けられません。 

今後、市として、アパート管理

会社に対し、ごみ出しルールを含

め、市の施策をアパート居住者に

説明するという役割を明確にして

いただきたい。市として、アパー

ト管理会社に強く言えないという

忖度ではなく、区域の環境美化を

向上させる為にも、是非とも、強

い指導をお願いしたいと考えま

す。対応方法として、下記は一例

ですが、行政（市）とアパート管

理会社の役割を具体化/明文化す

べきと考えます。 

骨子として、1.行政（市）の役

割・住民登録申請時に市担当部署

がごみ対応について行う業務・ア

パート管理会社が居住者に行うご

み対応業務の作成・その他、2.ア

パート管理会社の役割・アパート

管理会社のごみ対応業務の実践/

報告方法・その他 

上記内容を決める為には、一刻

も早く、行政/アパート管理会社/

推進員で構成する委員会あるいは
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プロジェクトチームを発足させ、

協議/制定することが重要と考え

ます。 

９ 資源品は、多様な商品がある中

で出す人も判断に困っている様子

が見られます。冊子を配る以外に

も、具体的な事例を共有すること

も大事かと思います。 

 「野田市のごみの出し方・資源

の出し方」の中で可燃ごみ、不燃

ごみ、資源物の分別について記載

されているほか、ごみ分別促進ア

プリ「さんあ～る」にて検索も可

能となっており、新たな商品につ

きましては随時更新してまいり

ます。なお、記載内容等具体的な

施策の検討、実施につきまして

は、毎年度行う点検、見直し及び

評価の中で検討してまいります。 

修正無し 

10 第３節 １ 排出抑制  

（３）食品ロス 

 一つのポイントに高齢化と単身

高齢者や高齢夫婦だけの世帯の問

題があります。スーパー等の弁当

や総菜の少量化や、飲食店でも高

齢者向けの少量メニューの充実が

欲しいです。その辺での企業への

協力要請もできると良いと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４章第４節食品ロス削減の

推進（野田市食品ロス削減推進計

画）の２食品ロスの削減に向けた

取組の中で量り売りや小盛りメ

ニューの提供などを記載してお

り、食品ロスの削減に向け企業へ

の協力を依頼してまいります。 

  

修正無し 
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11 第３節 ２ ごみ減量・リサイクルの推進 

（１）生ごみのリサイクル 

２）コンポスト利用者との連携 

 計画素案によると、野田市の場

合、生ごみ量が多く、これを減量

すると効果が大きいと説明されて

います。その中の施策の一つとし

て、コンポストの利用拡大が提唱

されていますが、多くの世帯がコ

ンポストを購入し、設置するのは、

金額的にも、場所的にも厳しいと

想定されます。提案ですが、希望

する推進員にコンポストを無償貸 

与し、生ごみの堆肥化に取組んで

もらう方法はどうでしょうか？ま

た、その成功例/失敗例を発表して

もらい、成功例は水平展開、失敗

例は行政/推進員で解決のための

知恵を出し合う会議体（発表会）

を開催すればどうでしょうか？ 

 小生、昨年度まで、野田市自治

会連合会の●●●を拝命していま

した。連合会事業の一環として、

毎年 1 回、自治会運営に知見のあ

るコンサルタントを呼び、講演会

を開催し、その対価として、10～

15 万円を支出していました。小生

から、このような杓子定規な講演

会は効果的では無いと説明し、一

昨年から、自治会発表会という事

業に改訂しました。現場で苦悩し

ている自治会長から、自治会運営

の成功例/失敗例を発表してもら

い、質疑応答する内容です。発表

自治会には対価として、50,000 円

を交付するようにしました。 

 推進にとって、最も重要な役割

は、ごみ減量を目的とした施策の

周知徹底です。ごみ問題は、誰も

が敬遠しますので、まずは、推進

 第３章第３節野田市における

ごみ処理の課題２の本市におけ

るごみ処理の課題の（１）可燃ご

みの中の水分の削減対策の中で

お示ししたとおり、可燃ごみの中

に占める厨芥類（生ごみ）の割合

は、31.5％と高いことから、厨芥

類(生ごみ）の削減は大きな減量

効果が望めるため、第４章第３節

の重点施策の２ごみ減量・リサイ 

クルの推進の（１）の生ごみのリ

サイクルについて、記載してお

り、その中の５つの事業を推進し

てまいります。なお、生ごみ堆肥

化装置購入助成金制度も一定程

度市民に定着しており、現在利用

者もいる中で、推進員に無償貸与

するようなモニター制度につき

ましては考えておりません。 

 

修正無し 
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員自らが、その行動に取り組み、

取組結果を発表するような行動が

推進員のあるべき姿ではないでし

ょうか？ 

 この案が採用されれば、小生の

事務所は、公園に隣接しています

ので、ここに、コンポストを設置

するとともに、近隣の世帯に対し、

生ごみの排出（コンポストへ投入）

を依頼し、ごみ減量に挑戦するつ

もりです。無論、管理は推進員で

ある小生が行います。また、仕上

がった堆肥は、公園の花壇に撒く

予定です。 

 市としても、不法投棄防止パト

ロール等に交付金を出すのではな

く、このようなごみ減量施策の中

核となる行動/チャレンジに対し、

予算化すべきと考えますが… 

12 第３節 ２ ごみ減量・リサイクルの推進 

（２）紙ごみのリサイクル 

 ラミネート加工された紙が多

く、牛乳パックは回収されますが、

その他のビニールやアルミのコー

ティングされた紙はうかつには資

源品に出せません。可能な物はコ

ーティングをはがして出していま

すが、牛乳パックが再生利用され

るように、他のラミネート加工紙

もいい方策を期待します。 

 

 

 御意見にありましたとおり、紙

類の資源化につきましては、再生

利用の技術が確立されている紙

類に限定しており、その他のビニ

ールやアルミのコーティングさ

れた紙は資源化する際に支障と

なってしまうため資源物として

回収することはできませんが、第

４章第３節の重点施策の２ごみ

減量・リサイクルの推進の（３）

資源回収の拡充の中に、新たな資

源回収品目の追加を記載すると

ともに、第４章第３節の重点施策

の４の環境保全意識の普及啓発

の（３）啓発手法の多様化の中に

製造メーカーなどへの働きかけ

を記載しており、今後、新しい技

術が確立され次第、対応していき

修正無し 
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たいと考えております。 

13 第３節 ２ ごみ減量・リサイクルの推進 

（４）小型家電回収の推進 

資源品回収日に小型家電が出さ

れて取り残されて回収所当番さん

が片付けざるを得ない事例が頻繁

にあります。小型家電も資源品に

なるのですから、資源回収日に一

緒に回収できれば、取り残されず

回収所当番の自治会員も助かりま

すし、不燃ごみ回収時の事故削減

にも役立つのではないでしょう

か。 

 

 

 

 

資源回収日に小型家電が排出

されることについては、さらな

るルールの周知徹底が必要と考

えており、第４章第３節の重点

施策の１排出抑制の（１）に「野

田市のごみの出し方・資源の出

し方」の周知徹底を記載してい

ます。 

 また、小型家電については、

金、銀などの貴金属やレアメタ

ルなどの希少金属が含まれてい

るため、資源の有効利用の観点

から、これらの回収、リサイク

ルは大変重要と考え、小型家電

の持込み回収を実施していま

す。 

御意見を頂きました資源物とし

ての小型家電の回収について

は、第４章第３節の重点施策の

２ごみ減量・リサイクルの推進

の（３）資源回収の拡充の中に、

新たな資源回収品目の追加を記

載していますので、費用対効果

を踏まえ、今後、野田市廃棄物

減量等推進審議会の中で検討し

いていきたいと考えています。 

修正無し 
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14 

 

第３節 ２ ごみ減量・リサイクルの推進 

（６）指定ごみ袋無料配布制度の継続 

 ふるさと納税による税の流出が

ある野田市として、返礼品目的で

ふるさと納税している野田市民

も、返礼品も無い居住地納税して

いる野田市民も同じ行政サービス

を受けるのはおかしいと思いま

す。無料配布はふるさと納税しな

い人に限るくらいはあっても良い

のではないかと思います。 

 指定ごみ袋無料配布制度につ

きましては、ごみの減量を目的と

したものであり、ふるさと納税制

度と関連付けるものではありま

せん。 

修正無し 

15 第３節 ２ ごみ減量・リサイクルの推進 

（８）リサイクルプラザのだの利用促進 

何回か利用しており、商業施設

内という場所もよいと思います

が、あまり人通りの無い出入り口

の為、気が付かない人やチラ見も

しない人が多いのではないでしょ

うか。リサイクルショップでは買

取と販売をやっていますので、リ

サイクルプラザのだでも、ある程

度のものは搬入受付も行うという

のはどうでしょうか。 

 

 

 

 第４章第３節の重点施策の２

ごみ減量・リサイクルの推進の

（８）にリサイクルプラザのだの

利用促進を記載していますが、リ

サイクルプラザのだは、粗大ごみ

として排出された廃棄物の中で、

まだ使えると思えるものを選別

し、市民に安価で提供するリユー

スなどを通じて、ごみの減量への

取り組みを啓発する場と考えて

います。 

御意見を頂きましたリサイクル

プラザのだでの搬入受付の実施

については、搬入受付のためのス

ペースの確保や、持ち込まれる粗

大ごみの判別や処分等を考える

と現実的に不可能と考えていま

す。 

 

修正無し 

16 第３節 ３ ごみ処理システムの整備・拡充 

（１）新清掃工場の建設 

 清掃工場が嫌われるのは、昭和

期の清掃工場で問題となった、臭

いや有毒ガス、搬入車両から漏れ

る汚水、通行車両増といった生活

環境破壊のイメージが原因と考え

 本市においても、新清掃工場の

建設候補地を選定する際に、御意

見にあるようなマイナスイメー

ジを払拭するため、新清掃工場建

設候補地選定審議会において、新

修正無し 
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ます。それらが問題とならないレ

ベルであったり、清掃工場がある

ことで生活環境が向上するくらい

の設計が必要と思います。その意

味では、たしか高井戸駅前に清掃

工場のあった杉並区は一つの事例

ではないでしょうか。 

清掃工場が迷惑施設ではなく、地

域のまちづくりの拠点となるよ

うな施設整備を目指し、候補地を

選定してきましたが、結果的に選

定された候補地は市街化区域内

ではなく、市街化調整区域内の農

用地が選定された経緯がありま

す。しかし、新清掃工場の建設は

喫緊の課題であることから、第４

章第３節の重点施策の３ごみ処

理システムの整備・拡充の（１）

に新清掃工場の建設について記

載しており、今後も先進事例も参

考としながら、建設地周辺の市民

の皆さまにも御理解いただける

ような施設整備に努めてまいり

ます。 

17 第３節 ３ ごみ処理システムの整備・拡充 

（６）最終処分場の建設 

 最終処分の必要な副産物を極力

減らす工夫が第一です。可能な限

り３Ｒする。徹底的な再利用・再

資源化を企業や大学と連携してで

きないでしょうか。 

 最終処分せざるを得ない廃棄

物を極力減らしていくためには、

排出時の分別が非常に大切と考

えていることから、第４章第３節

の重点施策の１の排出抑制の

（１）に「野田市のごみの出し

方・資源の出し方」の周知徹底を

記載するなど３Ｒの推進に関す

る施策を多く記載しているとこ

ろでございます。また、環境問題

に積極的な企業、大学等との連携

についても視野に入れ検討する

こととし、連携できるところはし

ていきたいと考えております。 

修正無し 


